
質疑回答書

NO. 資料名 頁/様式 タイトル 質問内容 回答

1 募集要項 3頁 5 (4) 副本のマスキング 副本の書類について、事業者名等の黒塗りは必要でしょうか。 必要ありません。

2 募集要項 4頁 6 (2) 入札参加資格登録

名簿に登録されていないものが選定された場合、契約締結時ま

でに資格登録することと記載ありますが、令和6・7年度の登録

でよいでしょうか。（令和4・5年度の登録も必要でしょうか）

令和４・５年度及び令和６・７年度以降の登録が必要です。

3 募集要項 4頁 6 (6) 納税関連

納税証明については、提出書類に記載がないですが、「納税証

明書　その1」の「法人税と消費税及び地方消費税」での提出

でよいでしょうか。

募集要項に記載されている「法人税、法人市県民税、消費税及

び地方消費税を滞納していないこと。」が分かる書類を提出し

てください。指定の書式はございません。

4 提案額上限一覧表 1頁 委託料について

注釈※印に記載の支援児加配分及びキャリアアップ分の費用は

上限を超えた別枠での委託費をお支払いいただけるという認識

でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5 提案額上限一覧表 1頁 費用計上について
本社や管轄担当支部の業務管理費の計上金額上限や費用計上科

目等の指定はありますでしょうか。
指定はございません。

6 提案額上限一覧表 1頁 委託費について
保護者負担の5000円を控除した費用が委託費となるという認識

でよろしいでしょうか。

保護者負担金5,000円については、委託費に含まれません。「浦

安市放課後うらっこクラブ実施要綱」を確認してください。

7 提案額上限一覧表 提案額

経費見積書については、現時点の受け入れ人数実績ではなく、

「資料２－５、浦安市各小学校地区児童育成クラブ定員・支援

員数一覧表」についてを参考にお見積もりを行い、「資料２－

３．浦安市放課後うらっこクラブ運営管理業務委託　提案額上

限一覧表」内までの提案を行う想定ですが、加配児童の費用や

受け入れ人数の増減による変動は、選定後、年度ごとの協議と

いう理解でよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

8 提案額上限一覧表 予算の算出について

①  職員の給与(月給、時給、勤務時間数等)の算出方法、単価を

ご教示いただけますでしょうか。

②  今年度の予算をそれぞれご提示いただくことは可能でしょ

うか。

③  物価や人件費の上昇を鑑みて、年度毎に予算のご相談は可

能なのでしょうか。または、それを見込んでの5年間の予算で

しょうか。

①公表していません。

②個々の予算額は公表していません。全体の予算額は市のHP等

で公表されていますので、ご確認ください。

③物価や人件費の上昇を見込んだ５年間の提案額です。

9 応募様式集 別表１ 応募書類の内容一覧

項目に記載のある応募理由（様式自由A4 ）と運営方針等（様式

自由A4）内に記述することが求められている②応募の理由につ

いて、記述すべき内容の違いについてご教示ください。

同様の内容を記入していただいてかまいません。

10 応募様式集
各様式のフォントや文字の大きさ、余白等を変更してもよろし

いでしょうか。

フォントや文字の大きさ、余白等の変更については、必要最小

限にとどめてください。

11 応募様式集 応募書類 応募書類については、片面での印刷でもよろしいでしょうか。 片面、両面の指定はございません。

12 応募様式集 別表1 応募書類

応募書類について、様式の指定がないものについては「A４」

サイズであれば、枚数に制限がないと考えてよろしいでしょう

か？

お見込みのとおりです。

13 応募様式集 別表１ 応募の理由 応募理由

応募書類の資料項目「応募の理由」については、「運営方針

等」の中にも同様理由が含まれているが、同じ内容での提出で

よいでしょうか。

同様の内容を記入していただいてかまいません。

14 応募様式集 別表１ 運営方針等 ③ 育成支援について
運営方針の内容を日々の育成でどう実践しているかを具体的に

記入するという理解でよろしいでしょうか。

運営方針の内容を踏まえ、今後の運営をどのように実施してい

くかを記入してください。

該 当 箇 所
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15 児童育成クラブ運営委託仕様書 1頁 第4条 (1) ロッカー設置について

「クラブと教室の受付場所を分け、ランドセル等ロッカーを

別々にすること」、とありますが、ロッカーはすでに各部屋に

設置済でしょうか。受託者が設置するのでしょうか。

備え付けのロッカーについては、委託者が設置しています。

16 児童育成クラブ運営委託仕様書 1頁 第4条 (3) 一体的運営 学校休業日の運用については同様でよいか。 お見込みのとおりです。

17 児童育成クラブ運営委託仕様書 1頁 第4条 (3) 一体的運営につて

クラブと教室の一体的運営について、常時それぞれの部屋の行

き来を可能にするのか、1日のうち、決まった一部の時間で交

流可能にするのか、どちらでしょうか。また、クラブの児童が

教室へ行く場合、クラブ職員も引率するのでしょうか。

常時それぞれの部屋への行き来を可能とします。

児童育成クラブの児童が放課後子ども教室へ行く場合、職員が

引率します。

18 児童育成クラブ運営委託仕様書 2頁 第9条 おやつ提供について
現行と変わりなく円滑にサービスを提供する為、現在のおやつ

購入業者等をご紹介頂けますでしょうか。
各児童育成クラブで異なります。

19 児童育成クラブ運営委託仕様書 2頁 第9条 おやつ提供について

現行と変わりなく円滑にサービスを提供する為、現在提供して

いるおやつの内容や保護者から徴収しているおやつ代をご教示

いただけますでしょうか。

提供しているおやつの内容については各児童育成クラブで異な

ります。

おやつ代については、保護者負担金に含まれています。

20 児童育成クラブ運営委託仕様書 2頁 第9条 おやつ代について
おやつ代は保護者負担とありますが、集金方法に定めはありま

すでしょうか。

集金方法に規定はありませんので、各事業者で検討してくださ

い。

21 児童育成クラブ運営委託仕様書 2頁 第10条 1 (3) 大規模加配について
20人毎に一人配置とはつまり50名・70名になったら一人加配と

いう認識でよろしいでしょうか。
お見込みのとおりです。

22 児童育成クラブ運営委託仕様書 2頁 第10条 1 (3) 大規模加配について

児童数が30人を超える場合は、20人ごとに支援員を1人配置す

るとありますが、資料2－5を拝見しますと、40名でも大規模加

配が0名のクラブもあります。何か理由がありますでしょう

か。

大規模加配については、令和５年５月の児童数実績により算出

しています。

23 児童育成クラブ運営委託仕様書 2頁 第10条 1 (4) 支援児加配について
加配職員については、別途単価契約がありますでしょうか。予

算内での配置となりますでしょうか。

支援員（支援児加配）の人数が変更となった場合、変更契約に

より差額分を調整いたします。

24 児童育成クラブ運営委託仕様書 6頁 第21条 保険加入について

指定の保険はありますでしょうか。

また、クラブは保護者負担で加入、子ども教室は受託者で加

入、ということでよろしいでしょうか。

指定の保険はありません。

児童育成クラブは保護者負担金で加入し、子ども教室は受託者

で加入するという認識で問題ございません。

25 児童育成クラブ運営委託仕様書 6頁 第24条 処遇改善について
処遇改善は、クラブ職員のみ実施でしょうか。

また、処遇改善費は予算に含みますでしょうか。

放課後児童支援員等処遇改善事業は、児童育成クラブ職員のみ

です。

放課後児童支援員等処遇改善事業は、提案額上限に含んでいま

す。

26 放課後子ども教室運営委託仕様書 1頁 第3条 (2) 一体的運営 学校休業日の運用については同様でよいか。 お見込みのとおりです。

27 放課後子ども教室運営委託仕様書 1頁 第4条 子ども教室の運営内容について

現行と変わりなく円滑にサービスを提供する為、子ども教室の

運営内容実績をご教授いただくことは可能でしょうか。（体験

学習活動内容やイベント・レクリエーション活動・地域ボラン

ティアの積極的な活用等）

各子ども教室で異なりますので提供できません。

28 放課後子ども教室運営委託仕様書 1頁 第4条
子ども教室運営に係る費用につい

て

上記NO.27の運営内容実績に係る講師料等相場をご教示いただ

けないでしょうか。
把握していません。

29 浦安市放課後うらっこクラブ実施要綱 2頁 第5条 年間運営日数について

収支試算において、夏休みや冬休み等の長期休みを鑑みた業務

委託期間の年間運営日数（平日・長期別）・放課後子ども教室

についても同様に各種数値をご教示いただけませんでしょう

か。

浦安市放課後子ども教室事業運営委託仕様書第５条を参照して

ください。

30 放課後子ども教室運営委託仕様書 2頁 第5条 (1) 開催日等 土曜日は基本開所でよいか。
浦安市放課後子ども教室事業運営委託仕様書第５条を参照して

ください。

31 浦安市放課後うらっこクラブ実施要綱 5頁 第17条
職員の必要条件・勤務形態につい

て

チーフパートナー・アシスタントパートナーについて、それぞ

れの資格等の必要条件・勤務形態（常勤・非常勤等の指定等）

はありますでしょうか。

ございません。
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32 その他

児童の入退室管理をどのように行っているか(指定のシステムが

あるのか)、連絡帳のシステム化を行っているか、休業日の仕出

し弁当の利用を行っているか、ご教示ください。

児童育成クラブではシステムを導入し、児童の入退室管理を

行っています。放課後子ども教室については、行っておりませ

ん。

連絡帳のシステム化は行っておりません。受託者で独自に導入

いただける場合は提案書に盛り込んでください。

夏季長期休暇の仕出し弁当については、児童育成クラブでは受

託者が独自に手配しています。放課後子ども教室では行ってい

ません。
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